物価高対応福岡県子育て応援金事務局　業務委託　公募仕様書

本仕様書は、「物価高対応福岡県子育て応援金事業」の事務局業務を実施するため、発注者と受注者が業務委託契約を締結する場合に必要とする事項について定めるものである。
　本仕様書は業務の実施内容について示すものであるが、業務の性質上、当然実施しなければならないもの、及びこの仕様書に記載のない事項であっても、本業務を遂行するために必要な事項は全て実施するとともに、従事者にその内容を周知徹底し、業務の遂行に当たらなければならない。

第一章　　総則
１　業務名称
物価高対応福岡県子育て応援金事務局業務
２　業務目的　
応援金の支給により、物価高騰の影響を受ける子育て世帯を応援するもの。
３　契約期間
契約締結日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで
４　履行場所
受注者が用意する福岡県子育て応援金事務局（コールセンター、審査事務等）
　５　事業概要
受注者は、本仕様書に定めるところにより、物価高の影響を受ける子育て世帯への応援金支給に係る下記（１）から（10）の業務を実施する。
(1)　子育て応援金事務局の設置
(2)　支給対象者リストのデータ入力・補完・整備・管理 
(3)　応援金特設サイトの構築、管理、運営及び応援金申請WEBページ・システムの構
築
・受給拒否届出
・口座情報変更
・申請の受付
(4)　コールセンター業務
(5)　申請の受付・審査
(6)　通知業務
(7)　応援金振込に係る支払いデータ作成業務
(8)　広報業務
(9)　その他、本業務を遂行するために必要な業務
(10)　(1)～(9)に関する事務手順等の細部の決定、進捗管理、事務従事者の研修実施・統括等
６　支給対象者、支給額、実施期間
(1)　支給対象者：原則として、「『強い経済』を実現する総合経済対策」（令和7年11
月21日閣議決定）における「物価高対応子育て応援手当」（以下、「国応援手当」という。）を福岡県内の市町村から受給した保護者等
(2)　対象のこども数・子育て世帯数：約82万人・約49万世帯
(3)　支給額：対象のこども１人あたり１万円
(4)　申請受付期間：令和８年６月１日～令和８年１２月２８日
(5)　支給予定時期：令和８年７月～令和９年２月
(6)　応援金の支給方法
・プッシュ型と申請型併用
ア　プッシュ型
(ｱ)対象
　国応援手当支給者（「イ　申請型」の対象者を除く）
[bookmark: _Hlk223531349](ｲ)支給までの流れ
a　発注者が市町村から国応援手当支給対象者リストを受領し受注者に提供
b　受注者が支給対象者リストを入力、補完、整備
　・事前通知郵送リスト及び口座振込データ作成
c　支給対象者への支給通知（郵送）
d　受注者が開設した特設サイトのWEBページで、受給拒否受付、口座情報変更届出を受付（オンラインによる届出が基本だが、紙での届出も受付）
e　支給通知に記載された受給拒否の設定期間に受け付けた受給拒否者を支給対象者から削除し、振込データを作成
f　受注者が作成した振込データをもとに、発注者が振込
　(ｳ)スケジュール
　市町村から早期にデータ提供があった場合は、早急な支給を目指す。
　また、データ提供が遅れた場合も、早急な支給を目指す。
イ　申請型
(ｱ)対象
　　 a　公務員（約５万世帯）
　　 b　令和７年１０月１日～令和８年３月３１日までに出生した新生児の保護者
等（約１万７千世帯）
　　　　　 c　口座解約・凍結等で振り込み不能、離婚、DV、施設退所者等の例外ケース
（約１千世帯）
　　　　　 ※対象世帯数は、概数であり変動の可能性がある。
(ｲ)支給までの流れ
a　受注者が開設した特設サイトのWEBページで支給対象者が申請手続き
（オンライン申請が基本だが、紙申請も受付）
b　受注者が受付、審査 
　　　 c　審査の結果、申請が適正と判断できた場合は、受注者は振込データを作成。
不備があった場合は不備内容及び修正又は追加の提出をメール又は郵送で
依頼する。
d　再提出書類や修正情報を速やかに受付、再度審査を実施。
[bookmark: _Hlk223532851]e　再審査の結果、申請が適正と判断できた場合は、受注者は振込データを作
成。不適正の場合は、発注者に内容を報告した上で、不支給を決定。
不支給の場合には、「不支給通知書」を郵送又は電子メールで送付。
　 (7) 支給業務における発注者と受注者の役割分担
	業　務　内　容
	役割分担

	
	発注者
	受注者

	市町村からの提供データ受取
	○
	

	提供データの整理・補完
	
	○

	事前通知用郵送データ作成
	
	○

	事前通知の印刷・郵送
	
	○

	支給対象者への振込データ作成
	
	○

	支給対象者への振込
	○
	

	申請の受付・審査
	
	○

	不備の連絡・不支給通知書の送付
	
	○



　　　　　　
第二章　業務内容詳細
　１　子育て応援金事務局の設置
福岡県内に「子育て応援金事務局」を設置し、受注者は、受注者が直接雇用する社員の中から選出した業務責任者１名を配置すること。その他、部門責任者（コールセンター、審査等事務局）各１名、各部門において必要な人員を確保すること。
なお、受注者は、業務実施場所、人員配置、緊急連絡網等を記載した体制図を作成し、契約締結後、速やかに発注者に提出すること。
　
・業務遂行可能な人員体制を提案すること

２　支給対象者リストのデータ入力・補完・整備・管理
(1)　概要
    受注者は、発注者から提供されるプッシュ型支給対象者リスト（市町村提供）を
　受領し、適切にデータ管理するとともに、必要に応じてデータを入力・補完し、支給業務に必要なデータ形式へ整備する(支給通知用郵送リスト、振り込みデータ作成)。
(2)　受領データの内容
 　  　県内６０市町村から提供される国応援手当支給対象者の個人情報（予定：支給対象
者名、支給対象者住所、郵便番号、対象のこどもの名前、こどもの人数、口座情報）
　なお、データの形式（Excel、CSV等）は統一されていない。

・提供される個人情報の厳格な管理・取扱いについて、具体的に提案すること。
[bookmark: _Hlk223188718]・６０市町村から、順次リストが提供されることを踏まえ、リストが早期に提供された場合やデータ形式変更等に柔軟に対応できる体制及びスケジュールについて、企画提案書に具体的に記載すること。

３　応援金特設サイトの構築、管理、運営及び応援金申請WEBページ・システムの構築
(1)　概要
　　受注者は、応援金支給のための特設サイトを構築し、申請の受付、受給拒否届出等
　 の受付を行うための審査管理システムを構築し、安定的に運用すること。また、シス
テム障害発生時等、緊急時における対応体制を整備すること。
(2)　機能要件
ア　応援金の説明やお知らせページ
イ　メール相談受付
ウ　WEB申請フォーム
　・　受給拒否届出受付フォーム（プッシュ型支給者用）
・　口座情報変更受付フォーム（プッシュ型支給者用）
・　物価高対応子育て応援金申請受付フォーム（申請者用）
なお、紙で申請する支給対象者のため、上記３つの様式をダウンロードできるよう
掲示すること。
エ　その他
(ｱ)　申請時における本人確認方法
マイナンバーカードによる認証を行い、方式は、デジタル庁が提供する「デジタル認証アプリ」に準拠した方式、又は同等の機能を有する安全な方式とすることを想定する。
　　 (ｲ)　外国語への対応
　　　　　外国語（少なくとも英語）に対応したサイトとすること。　　

・応援金特設サイトと申請用WEBページの内容及び表示イメージについて、閲覧者
の見やすさ、使いやすさ、情報の探しやすさを考慮して提案すること。
・スマートフォンでの表示や操作に配慮して提案すること。
・マイナンバーカードを用いた本人認証について、申請者が円滑に手続きを進められ
るよう、分かりやすく説明するためのコンテンツ（図解等）の作成・提供について、具体的に記載すること。
　　　・外国語への対応について提案すること。

(3)　セキュリティ要件
ア　管理画面等について、ファイアウォール等でアクセス制限を行うこと。
イ　各種サイバー攻撃に対応した安全なプログラミングを実施すること。
ウ　外部インターネットサーバーに機密情報を保存しないこと。機密情報は内部サー
バーに保存することを原則としつつ、公開サーバーのみの構成とする場合は、サー
バー内に外部からアクセスされない領域を作成し、そこに保存すること。
エ　サーバー上及び操作端末上の機密情報は暗号化して保存すること。
オ　外部との通信は、常時SSL暗号化通信に対応させること。
カ　SSL証明書は有効期間開始日から1年間有効とすること。なお、SSL証明書の導 
入費用は本業務の必要経費に含める。
キ　アクセスログの記録及び解析ができるものとすること。
ク　業務上知り得た情報を厳重に管理し、関係者のほかに漏らし、又は本業務の履行
のため以外の目的に使用してはならない。契約期間終了後も同様とする。万一、受
注者の責めに帰す情報漏えいが発生した場合、それにより発生する損害（第三者に
及ぼした損害を含む。）については、受注者が自己の責任において処理すること。
ケ　システム障害発生時の対応
障害発生時の連絡体制として、24時間365日対応可能な窓口を設置し、発注者
へ速やかに報告すること。
受注者は、障害発生後、原因究明、復旧措置、再発防止策に関する報告書を速やかに発注者に提出すること。

４　コールセンター業務
(1)　概要
　　 受注者は、応援金に関する支給対象者からの問い合わせに対応するため、コールセ
ンターを設置し、運営すること。また、国が示している質疑応答集などを活用して、
発注者と協議の上、本業務に関するFAQ/Q&Aを作成すること。
(2)　設備等
ア　受注者は、本コールセンターの運営に必要な電話機、通信設備、その他機材等を
 自己の責任において用意すること。
イ　電話番号を取得し、コールセンターを開設すること。
ウ　コールセンターに係る通話料金は、発信者負担とする。
エ　コールセンターに転送された電話を他の電話に転送する場合に生じる通信料金
 は、本業務の委託料に含むものとし、受注者が負担すること。
オ　コールセンターの電話回線は、業務量に応じて必要な回線数を確保すること。
カ　オペレーターの応対履歴確認のため、通話内容（受信・発信）を録音し、データ
で保存すること。
(3)　対応期間・時間
ア　対応期間：契約後できるだけ速やかに設置し、令和９年２月まで
イ　対応時間：午前９時００分から午後６時００まで（土日・祝日を除く）
ウ　年末年始（令和８年１２月２９日から令和９年１月３日まで）は休業とする。
(4)　コールセンター受付内容
応援金の制度、対象者の要件、支給方法（プッシュ型、申請型）、支給時期、受給拒否届出の提出方法、口座情報変更の手続き、申請方法等に関する問い合わせに対応すること。
(5)　オペレーター配置数
     審査等事務局配置数と合わせ、後述する。
(6)　目標値
応答率80%以上
(7)　通話録音の保管とアクセス管理
ア　受注者は、オペレーターの応対品質向上、苦情対応の確認、及び本業務の検証の
ため、通話内容を録音し、データを保存すること。
イ　録音データの保管期間は、事業終了後1年間とする。期間経過後は、個人情報保
護に関する法令・条例及び「保有個人情報取扱特記事項」に基づき、復元不可能な
方法で速やかに消去すること。
ウ　録音データへのアクセス権限は、受注者におけるコールセンターの管理責任者、
並びに発注者担当部署の管理者等の業務上必要な者に限定すること。
エ　録音データへのアクセスは、業務目的達成のために必要な場合に限り、個別のID
とパスワードによる認証を必須とし、アクセス履歴（アクセス者、日時、データ名
など）を記録・保管すること。発注者は、必要に応じて当該アクセス履歴の提出を
求めることができる。
オ　録音データの外部への持ち出し、複製、共有は原則禁止とする。ただし、発注者が特別に許可した場合に限り、厳格なセキュリティ措置（暗号化、監査体制の確保等）を講じた上で実施を認めることとする。

５　申請の受付及び審査
(1)　概要
受注者は、プッシュ型の支給者からの受給拒否届出（オンライン及び郵送）、口座情報変更届出（オンライン及び郵送）を受付、審査するとともに、公務員（約５万世帯）、新生児保護者等（約１．７万世帯）、及びプッシュ型で対応できない例外的な支給事由に関する申請（オンライン及び郵送　約１千世帯）を受け付け、内容確認及び不備対応を行い、それぞれの届出・申請を受理すること。
(2)　審査対象
ア　プッシュ型支給者による各種届出（オンライン及び郵送）
イ　公務員、新生児保護者等及び例外的な支給事由に関する申請（オンライン及び郵送）
(3)　審査期間
     令和８年６月１日～令和８年１２月２８日
(4)　審査内容
審査にあたっては、以下の項目を正確かつ迅速に確認すること。
ア　受給拒否届出の確認（プッシュ型支給者）
イ　口座情報変更届出の確認（プッシュ型支給者）
ウ　申請書内容の確認（申請者）
エ　確認事項（共通）
・申請者が支給対象者本人であること、国応援手当の支給者であること
　  オ　確認方法
	種　別
	確認方法

	受給拒否届出
（プッシュ型支給者）
	・マイナンバーカード認証又は本人確認書類の確認
・支給対象者リストとの照合
・届出内容の確認

	口座情報変更届出
	・マイナンバーカード認証又は本人確認書類の確認
・支給対象者リストとの照合
・添付された通帳画像で口座情報の確認

	申請（公務員及び新生児の保護者等）
	・マイナンバーカード認証又は本人確認書類の確認
・支給対象者リストとの照合
・国応援手当が振り込まれた通帳画像の確認
・申請書の内容確認

	例外事例の申請
	・マイナンバーカード認証又は本人確認書類の確認
・支給対象者リストとの照合
・国応援手当が振り込まれた通帳画像の確認
・申請書の内容確認
・契約後に別途定める添付書類の確認


　　カ　審査結果
　　　(ｱ)　届出・申請内容に不備（通帳画像の不鮮明、必要情報の不足、資格要件の不適合等）があった場合は、速やかに届出者に対し不備内容を通知し、修正又は追加で提出を依頼し、再審査を実施すること。
　　　(ｲ)　再審査を経てもなお、届出・申請内容が不適正と判断される場合は、審査内容を発注者に報告の上、不支給を決定し届出者又は申請者に通知すること。
　　キ　発注者から提供可能な情報
　　　　発注者が市町村から提供を受ける項目は以下のとおり
　　 (ｱ)　支給対象者氏名
　　 (ｲ)　支給対象者住所
     (ｳ)　支給対象者郵便番号（市町村によっては提供不可）
     (ｴ)　支給対象者口座情報
     (ｵ)　対象のこどもの氏名（市町村によっては提供不可）
     (ｶ)　対象のこどもの生年月日（市町村によっては提供不可）
     (ｷ)　対象のこどもの人数又は国応援手当振込額（市町村によっては提供不可）

(5)　体制の確保（コールセンター、審査事務局）
　ア　想定人員（申請数：約６万８世帯）
	[bookmark: _Hlk223185800]月
	業務責任者
	部門責任者
	オペレーター

	５月
	１
	１
	１０

	６月
	１
	２
	３０

	７月
	１
	２
	３０

	８月
	１
	２
	３０

	　９月
	１
	２
	２０

	１０月
	１
	２
	１０

	１１月
	１
	２
	１０

	１２月
	１
	２
	１０

	　１月
	１
	２
	１０

	　２月
	１
	２
	１０



・コールセンター及び審査体制については、以上の想定を参考に、受注者は、業務量の変動に応じた適正な人員配置計画を提案すること。発注者は、当該計画に基づき、受注者が繁忙期に増員し、閑散期に減員するなど、柔軟な人員調整を行うことを認める。
・効率的で確実な審査を行うため、発注者から提供可能な情報（５(4)キのとおり）をどう活用し、申請を受け付けるシステムを構築するか、具体的に提案すること。

６　通知業務
(1)　概要
       受注者は、応援金の支給通知（受給拒否権行使の機会の提供を含む）、受給拒否届 
出、口座情報変更届出、物価高対応福岡県子育て応援金申請書受付に伴う郵送対応業務を正確かつ効率的に実施すること。郵送料は委託料に含まれる。
(2)　通知物の種類と部数
ア　支給通知（受給拒否権行使機会の提供）及びリーフレット：約４２３，０００件
  イ　受給拒否届出書：紙での申請を希望する者に対して、必要に応じて印刷し、送付
すること。
     ウ　口座情報変更届出書：紙での申請を希望する者に対して、必要に応じて印刷し、
送付すること。
     エ　物価高対応子育て応援金申請書：紙での申請を希望する者に対して、必要に応じ
て印刷し、送付すること。
   (3)　発送期間
　　ア　支給通知（受給拒否権行使機会の提供）：発注者が市町村からのデータ受領後、受
注者がデータ整備の上、速やかに発送開始
イ 　受給拒否届出書、口座情報変更届出書、物価高対応子育て応援金申請書：郵送希望者へ随時送付すること。

・プッシュ型通知（約４２万３千件）は、プッシュ型支給を行う前に必ず送付する必要があり、各市町村のデータ提供時期によっては、作業時期が集中する恐れがある。対応できる体制・人員配置計画について、企画提案書に具体的に記載すること。

７　応援金振込に係る支払いデータ作成業務
(1)　概要
　　受注者は、受給拒否届出がなかった支給対象者、口座情報変更届出及び申請が受理
　された支給対象者に対し、応援金を迅速に支給するため、支払いデータを正確に作成
し、発注者に提出すること。
(2)　支払いデータの形式
　受注者は、応援金の支給に係る支払いデータ（以下「支払いデータ」という。）
を、発注者が指定する銀行（福岡銀行）のデータ伝送のフォーマットで作成するこ
と。
(3)　支払いデータ提出
　　 発注者は週１回（繁忙期は週２回）の支払いを予定しており、それに合わせたデ
ータ提供を行うこと。

８　広報業務
(1)　概要
　　 　 受注者は、本応援金事業の円滑な周知を図るため、広報物（ポスター、チラシ、
 広告動画）の作成、配布及び広告運用に関する業務を実施すること。なお、掲示依頼
文は発注者で作成する。
(2)　広報物の作成
     ア　ポスター：１５０部（１自治体×２＋余部３０部）
　　 受注者は県内６０市町村へ送付すること。
イ　チラシ：１５，０００部（１自治体×２００部＋余部３，０００部）
　　受注者は県内６０市町村へ送付すること。
ウ　広告動画：1本（15秒）
・ 尺　15秒
エ　広報目的： 制度の周知（特に申請対象者）、プッシュ型支給対象者に対する支給通知（受給拒否権行使機会の提供）の送付及び支給への理解促進、動画に関しては特に若年層の子育て世帯への情報到達
オ　内容： 応援金の概要、支給対象者、申請方法、受給拒否届出の方法、届出期間、口座情報変更の方法等を分かりやすく伝え、特に申請者へ申請期間内の申請を促すものとする。
カ　動画広告の運用：
・ 受注者は、制作した15秒の広告動画を活用し、Instagram及びYouTube上で
の広告配信運用を実施すること。
・ 運用期間　広告配信の具体的な期間は、発注者と協議の上決定する。
・ 広告動画の運用に係る広告配信費用は、総委託額に含むものとする。なお、発注者は、広告配信費用として8,400,000円程度の費用を確保することを推奨する。
・ 報告  広告運用期間中、発注者が指定する時期及び様式にて配信実績、効果測定
結果、改善提案等を報告すること。
エ　郵送方法  発注者と協議の上決定する。

・効果的な動画広告配信について提案すること。特に申請者（令和７年１０月１日から令和８年３月３１日出生の新生児の保護者）に対し周知を図ることができる方法があれば積極的に提案すること。

　９　その他、本業務を遂行するために必要な業務
　　
　　・本業務を遂行するために必要な業務を提案すること

10　再委託
業務の一部を第三者に再委託することはできない。ただし、発注者の書面による事前承認を得た場合に限り、業務の一部を再委託することができる。

・再委託する場合は、想定する再委託内容を提案書に記載すること

11　業務報告、会計報告
・　受注者は、本業務の円滑な遂行のため、月１回の頻度で発注者が指定する場所で対面での業務報告会を実施し、月次の業務遂行状況、実績、課題、次月計画等について報告すること。報告書の構成及び様式については、発注者と調整を行い、承認を得ること。
・業務終了時に実績報告書を提出すること。

12　契約条件等
　　別添「委託契約書（案）」に規定のとおり

13　知的財産権
(1)　本業務により新たに制作するリーフレット、ポスター、チラシ、広告動画（映像、
　　音声、デザイン、文案 等を含む一切）の著作権（著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含む。）は、当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。受注者は発注者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。発注者は譲渡された広告動画を、本事業の広報目的で、YouTube及びInstagram以外の媒体や期間でも、無償で二次利用できるものとする。ただし、本事業以外の広報活動に利用することはない。
(2)　業務の遂行に当たり、第三者（発注者及び受注者以外の者）が所有する素材（フ
リー素材、BGM、フォント、映像素材等を含む）を用いる場合には、受注者が予め著作権者の承諾（二次利用許諾を含む）を得て利用を行い、その利用に関する一切の責任を負うこと。
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